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府中市国民健康保険被保険者に対する総合健康診査料助成等の 
見直しについて（諮問） 

 
 
 
 このことについて、次のとおり諮問いたします。 
 
 
 １ 諮問事項 
   府中市国民健康保険総合健康診査料助成条例の廃止及び府中市国

民健康保険総合健康診査料助成の見直しについて 
 
 ２ 答申期限 
   平成２４年７月下旬 
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府中市国民健康保険被保険者に対する総合健康診査料助成等の 
   見直しについて（答申） 
 
  平成２４年７月１９日付、２４府市保発第１０６号で諮問のありましたこ 

のことについて、慎重に審議した結果、当協議会において次のとおり結論を得

たので答申します。 
 
 
 １ 諮問事項 
   府中市国民健康保険総合健康診査料助成条例の廃止及び府中市国民健康

保険総合健康診査料助成の見直しについて 
 
 ２ 答申内容 
  （１）府中市国民健康保険総合健康診査料助成条例の廃止について 

   現在、被保険者が府中市保健センターにおいて総合健康診査（人間ド

ック）を受診した場合に、その診査料の一部を助成しているところであ

るが、府中市保健センターの人間ドック事業の見直しが検討され、市民

が希望する医療機関で人間ドックを受診した場合に、その費用の一部を

助成する方式に変更する予定である。 
これに伴い、被保険者についても申請をすれば一律の助成が受けられ

ることから、この制度に移行することとする。 
よって、府中市国民健康保険総合健康診査料助成条例の廃止は適当で

あるとの結論を得た。 
 
 



  （２）府中市国民健康保険総合健康診査料助成の見直しについて 
   新たな助成制度への移行後については、被保険者を対象とした特定健

康診査と、特定健康診査で実施義務とされていない各種がん健診につい

て、市の衛生部門で実施していることの周知を被保険者に対して充実さ

せるとともに、保険者として健診の受診率向上にさらに努めていくこと

とする。 
併せて、４０歳未満の市民を対象とした若年層健康診査についても、

被保険者に対し周知を充実させることにより、これまで取り組んできた

被保険者の健康増進に影響が出ないよう、より一層関係機関との連携を

強化していくこととする。 
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